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2018年12月 

発行登録追補書類に記載の事項 
 

株式会社静岡銀行 2023年 12月満期 米ドル建社債 
 

 

 

 

 

【発行登録追補書類番号】 29―関東２―１ 

【提出書類】 発行登録追補書類 

【提出先】 東海財務局長 

【提出日】 2018年 12月 13 日 

【今回の売出金額】 282,448,000 米ドル 

（株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した 2018 年 12 月 12 日現在の

東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１米

ドル＝ 113.54 円の換算レートで換算した円貨相当額は

32,069,145,920 円である。) 

【これまでの売出実績】 

（発行予定額を記載した場合） 

番   号 提出年月日 売 出 金 額(円) 
減額による 
訂正年月日 

減額金額
(円) 

該当事項なし 

実 績 合 計 額(円) 0 円 減額総額(円) 0 円 

【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額）200,000百万円 

（発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし 

【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）該当事項なし 
 

【安定操作に関する事項】 該当事項なし 

【縦覧に供する場所】 株式会社静岡銀行 東京営業部 

（東京都千代田区丸の内１丁目６番５号） 

株式会社静岡銀行 横浜支店 

（横浜市西区北幸１丁目11番15号） 

株式会社静岡銀行 名古屋支店 

（名古屋市中区錦２丁目16番18号） 

株式会社静岡銀行 大阪支店 

（大阪市中央区西心斎橋２丁目１番３号） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 (注) 横浜支店、名古屋支店及び大阪支店は、金融

商品取引法の規定による縦覧に供する場所では

ありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供す

る場所としております。 

本書及び本社債に関する 2018年 11月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書

としますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では 2018 年 12 月 13 日付発行

登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。 
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第一部【証券情報】 
 

＜株式会社静岡銀行 2023年 12 月満期 米ドル建社債に関する情報＞ 
 

第２【売出要項】 
 

１【売出有価証券】 

【売出社債（短期社債を除く。）】 

売出券面額の総額又は 
売出振替社債の総額 

282,448,000 米ドル 売出価額の総額 282,448,000 米ドル 

利 率 年 3.31％ 

 

（注５）発行会社は、金融商品取引法第 66条の 27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信用格付業者」

という。）である株式会社格付投資情報センター（登録番号：金融庁長官（格付）第 6号）（以下「R&I」

という。）から、その発行登録（社債：売出し）に関して AA の予備格付を 2017 年 9 月 8 日付で取得し

ている。本書提出日現在、かかる予備格付の変更はされていない。また、本社債について、発行会社は、

2018年 12月 13日付で R&Iから AAの格付を取得している。 
 

３【売出社債に関するその他の条件等】 

社債の要項の概要 

１．利息 

 各本社債は、2018 年 12 月 27 日（同日を含む。）から上記利率による利息が発生し、額面金

額 1,000 米ドルの各本社債につき、毎年 6 月 21日及び 12 月 21日（以下「利払日」という。）

にそれぞれ 16.55米ドルが半年分の利息として後払いされる。ただし、初回の利払日である 2019

年 6月 21日には、2018年 12 月 27日（同日を含む。）から 2019年 6月 21日（同日を含まない。）

までの期間について、額面金額 1,000米ドルの各本社債につき、16.00米ドルが支払われる。 
 

第３【第三者割当の場合の特記事項】 

 該当事項なし。 

 

第二部【公開買付けに関する情報】 

 該当事項なし。 

 

第三部【参照情報】 
 

第２【参照書類の補完情報】 

 参照書類である有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載

された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等提出日以後、本発行登録追補書類提出

日（2018年 12月 13日）までの間に生じた変更その他の事由はありません。 

 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行

登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もあ

りません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。 
 

以 上 


